
 

～手続きの流れ～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

★交付決定後に、事業内容や交付

決定額に変更が生じた場合に

はご相談ください。 

補助金の受取 

（確定通知の受取後、約 2～3週間） 

 

補助金の受取 

（請求書等の送付後、約 2～3週間） 

補助金額の確定通知の受取 

 

 

 

 

実績報告書等を観光連盟に送付 

＊事業完了から 30日以内又は 11月 30日

（月）（必着）のどちらか早い日までに提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概算払請求書を観光連盟に送付 
＊交付決定通知書を受け取った後、２週間 

以内に提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の実施 

事業の実施 

実績報告書等を観光連盟に送付 

＊事業完了から 30日以内、又は 11月 30

日（月）（必着）のどちらか早い日までに提出 

 

 

 

 

 

 

交付決定通知書の受取 

補助金額の確定通知の受取 

 

 

 

 書類の保存（令和８年３月３１日まで） 

事業が完了している場合 

 

これから事業を始める場合、又は一

部の事業が完了している場合 

 

経済的理由から補助金の前払いを希望す

る場合 

申請書類等を観光連盟に送付 

＊令和 2年 7月 1日（水）～9月 30日（水）（必着） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


